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土地区画整理事業調査要綱 
 

令和８年５月 26日改正 

本要綱は街路交通調査費補助の一環として行われる土地区画整理事業費補助に関わる調査に適用

する。 

一 目的 

本調査は早急に土地区画整理事業に着手する必要があると認められる区域において、土地区

画整理事業調査を行い、もって土地区画整理の事業化を促進することを目的とする。 

二 採択基準 

調査地区は次の各号に掲げる条件の一に該当する地区の内から採択する。 

ただし、本調査を通じ、土地区画整理事業により新たに整備する道路において、合理的な理

由なく無電柱化の検討を行わない地区は、本調査費の支援対象外とする。 

(1）市街化区域内又は市街化区域の区域区分を行わない都市計画区域内の用途地域内 

(2）大規模なプロジェクト等に伴い緊急に調査を必要とする区域 

三 調査主体 

都道府県、指定市、市区町村又は独立行政法人都市再生機構 

四 補助率 

１/３ 

五 調査区分及び調査内容 

本調査は、以下に示すようにまちづくり基本調査、区画整理事業調査及び区画整理促進調査

に区分するが、調査地区の実情に応じて、事業化に対する地域住民の理解を得つつ、円滑に調

査、計画、設計を行えるように、調査区分の一つまたはいくつかを組みあわせて実施するもの

とする。 

(1）まちづくり基本調査 

市街地整備のプログラムから区画整理予定地区を含む市街地整備の緊急性が高い地区につ

いて、計画の前提条件を整理し、市街地環境評価から整備の必要性を明確化し、整備課題を

設定した上で、まちづくりの基本構想を作成する。さらに、基本構想の実現方策を検討する。 

(2）区画整理事業調査 

まちづくり基本調査またはこれに相当する調査により、基本構想を作成して事業化の機運

が醸成されている区画整理予定地区について、現況測量や区画整理設計を行い、それを基に

事業計画の案を作成する。 

(3）区画整理促進調査 

まちづくり基本調査、区画整理事業調査またはこれらに相当する調査と併行して、事業化

を確実にさせることが必要な地区について、換地設計の準備、その他必要な事項を行う。 


